
（案）

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」新旧対照表

改正後（令和４年１月１日） 改正前（令和３年９月１日）

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

一～二（略） 一～二（略）

三 監督処分の基準 三 監督処分の基準

１ 基本的考え方 １ 基本的考え方

（１）（略） （１）（略）

（２）（１）以外の不正行為等があった場合 （２）（１）以外の不正行為等があった場合

① 建設業法の規定（第１９条の３、第１９条の４、第１９条の５、第２４条の３第１項、 ① 建設業法の規定（第１９条の３、第１９条の４、第１９条の５、第２４条の３第１項、

第２４条の４、第２４条の５並びに第２４条の６第３項及び第４項を除き、入札契約適 第２４条の４、第２４条の５並びに第２４条の６第３項及び第４項を除き、入札契約適

正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用される第２４条の８第１項、第２項 正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用される第２４条の８第１項、第２項

及び第４項を含む。）、入札契約適正化法第１５条第２項若しくは第３項の規定又は履行 及び第４項を含む。）、入札契約適正化法第１５条第２項若しくは第３項の規定又は履行

確保法第３条第６項、第４条第１項、第７条第２項、第８条第１項若しくは第２項若し 確保法第３条第６項、第４条第１項、第７条第２項、第８条第１項若しくは第２項若し

くは第１０条第１項の規定に違反する行為を行ったとき くは第１０条 の規定に違反する行為を行ったとき

指示処分を行うこととする。具体的には、建設業法第１１条、第１９条、第４０条、 指示処分を行うこととする。具体的には、建設業法第１１条、第１９条、第４０条、

第４０条の３違反等がこれに該当するものとする。 第４０条の３違反等がこれに該当するものとする。

（３）（略） （３）（略）

２ 具体的基準 ２ 具体的基準

（１）～（２）（略） （１）～（２）（略）

（３）請負契約に関する不誠実な行為 （３）請負契約に関する不誠実な行為

建設業者が請負契約に関し（入札、契約の締結・履行、契約不適合責任の履行その他の 建設業者が請負契約に関し（入札、契約の締結・履行、契約不適合責任の履行その他の

建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。）、社会通念上建設業者が有すべき誠実性 建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。）、社会通念上建設業者が有すべき誠実性



を欠くものと判断されるものについては、次のとおり監督処分を行うこととする。 を欠くものと判断されるものについては、次のとおり監督処分を行うこととする。

①（略） ①（略）

② 主任技術者等の不設置等 ② 主任技術者等の不設置等

建設業法第２６条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき 建設業法第２６条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき

（資格要件を満たさない者を置いたときを含み、同法第２６条の３第１項の規定により （資格要件を満たさない者を置いたときを含み、同法第２６条の３第１項の規定により

特定専門工事の下請負人が主任技術者を置くことを要しないとされているときを除く。） 特定専門工事の下請負人が主任技術者を置くことを要しないとされているときを除く。）

は、１５日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、技術検定の受検又は監理技 は、１５日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、技術検定の受検又は監理技

術者資格者証の交付申請に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格 術者資格者証の交付申請に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格

又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置 又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置

いていた場合には、３０日以上の営業停止処分を行うこととする。また、工事現場に置 いていた場合には、３０日以上の営業停止処分を行うこととする。また、工事現場に置

かれた主任技術者又は監理技術者が、同法第２６条第３項又は同法第２６条の３第７項 かれた主任技術者又は監理技術者が、同法第２６条第３項又は同法第２６条の３第６項

第２号に規定する専任義務に違反する場合には、指示処分を行うこととする。指示処分 第２号に規定する専任義務に違反する場合には、指示処分を行うこととする。指示処分

に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業 に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業

停止の期間は、７日以上とする。 停止の期間は、７日以上とする。

③～④（略） ③～④（略）

（４）（略） （４）（略）

（５）一括下請負等 （５）一括下請負等

ａ 建設業者が建設業法第２２条の規定に違反したときは、１５日以上の営業停止処分を ａ 建設業者が建設業法第２２条の規定に違反したときは、１５日以上の営業停止処分を

行うこととする。ただし、元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合 行うこととする。ただし、元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合

等、建設工事を他の建設業者から一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状がある 等、建設工事を他の建設業者から一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状がある

ときは、営業停止の期間について必要な減軽を行うこととする。 ときは、営業停止の期間について必要な減軽を行うこととする。

ｂ 建設業者が建設業法第２６条の３第９項の規定に違反したときは、１５日以上の営業 ｂ 建設業者が建設業法第２６条の３第８項の規定に違反したときは、１５日以上の営業

停止処分を行うこととする。 停止処分を行うこととする。

（６）～（８）（略） （６）～（８）（略）

四（略） 四（略）

五 施行期日等 五 施行期日等

１～７（略） １～７略（略）

８ この基準は、令和 ３年 ９月 １日から施行する。 ８ この基準は、令和 ３年 ９月 １日から施行する。



９ この基準は、令和 ４年 １月 １日から施行する。 この基準は、その施行後に不正行為等が行われたものから適用し、施行日前に行われた不

この基準は、その施行後に不正行為等が行われたものから適用し、施行日前に行われた不 正行為等に対する適用については、なお従前の例による。

正行為等に対する適用については、なお従前の例による。ただし、三２（３）②主任技術者

等の不設置等及び三２（５）一括下請負等は、令和３年９月１日以後に不正行為等が行われ

たものから適用し、同日前に行われた不正行為等に対する適用については、なお従前の例に

よる。


